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１ 開 会 １６時００分 

      教育長 

    この度は、緊急に教育委員会を開催する必要が生じましたので、教育委員会会議 

 規則第１条第３項の規定により、臨時会を招集させていただきました。よろしく  

 お願いいたします。 
        ただ今から、令和２年度３月臨時教育委員会を開催します。 

         
教育長から、「議題第４２号」については、人事に関することであることから、

非公開にしたい旨の提案がなされ、出席者全員で異議なく決定した。 
 

２ 議 事 

 ◎ 議題第４１号 県立学校に副参事の職を設置することに伴う関係規則の一部改正 

について 

 

   教職員課長 

    （資料に沿って説明） 

説明は以上です。 

 

   教育長 
    この件について、御意見御質問等ございませんか。 
    
   島原委員 

    副参事という職を設置する目的について教えていただいてよろしいでしょうか。 
 
   教職員課長 

    事務長には４級、５級、６級とあり、事務部唯一の管理職です。認定権者として

所属校の給与の管理や、出納員として予算管理をしているのですが、その中でも

大規模な学校や学校運営上困難度が高い学校、２２校につきましては、６級の事

務長を配置しております。大規模校や学校経営の困難度が高い事務長に関しては

、責任の度合いが高くなりますので、副参事兼事務長という名で責任をより持っ

ていただくということで、新たに設けさせていただきました。 
 
   松田委員 

    約５０校ある県立高校の中の２２校に副参事の職を持つものが配置されるという

ことでよろしいですか。 
 
   教職員課長 

    来年度は２２校ということで考えておりますが、年度ごとに見直しを図っていき

たいと考えております。 
 
   松田委員 

    学校の規模や業務の困難度が高い学校とお話がありましたが、指定の基準はある
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のでしょうか。 
    

教職員課長 

    文部科学省の指定研究が入る学校や、市町村と連携した取組を行う学校もござい

ますので、総合的に考えながら、年度ごとに指定校を設定しているところではあ

ります。 
    

教育次長（教育振興） 

    ６級の事務長は、困難な業務が多い学校や規模の大きい学校に配置しておりまし

た。副参事という職を設置するということは、場所に付けるという面だけではな

く、人に付けるという面もございます。４級、５級と上がっていく中で、ふさわ

しい業務、能力を発揮された方についても、６級ということで処遇していきます

。場所だけではなく、人にも付けていくということが、より、本来の級の考え方

になりますので、それに応じた運用をしていきたいと思っております。 
 
   教育長 

    事務職は行政職という給料表が適用されるのですが、１級から９級まであります

。事務長は、４級５級６級と説明がありましたが、課長級は６級以上、４級と５

級は課長補佐級となります。各学校にいる事務長が課長級なのか課長補佐級なの

かは分からない状況でしたので、明確にするために６級の方には副参事という職

を設置するということについての改正になります。 
 
   島原委員 

    副参事という呼称を付けることによって、御本人の待遇や処遇、条件、メリット

等はあるのでしょうか。 
 
   教職員課長 

    級に応じて給与体系は変わります。 
 
   高木委員 

    副参事兼事務長は、副参事という役割が生かすことができない学校には、行かな

いということでよろしいですか。 
 
   教職員課長 

    ６級事務長と指定している学校がありますので、原則としてはその学校に着任し

ていただくということになります。 
  
   高木委員 

    例外もあるということでよろしいですか。 
 
   教職員課長 

    現在は指定校に着任していただいておりますが、例外も出てくる可能性はござい

ます。 
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教育長 

    任用の条件は必要条件で、それを満たしたからといって、昇任するというわけで

はありません。基準を満たしている人の中で、勤務成績が優秀であるなどの評価

を受けた者が昇任するということになります。現在は、２２校指定されておりま

すが、今後も教育委員会での議論は必要だと思います。 
 
   高木委員 

    副参事兼事務長が着任するほどの事務量があると先生側が把握しておくことは、

デメリットにはならないと思います。副参事という職が設けられるということが

決定した場合、学校の先生方にも周知はされるのですか。 
 
   教職員課長 

    周知をしていきたいと考えております。 
 
   松田委員 

    全国的には、どうなのでしょうか。 
 
   教職員課長 

    全国的にもそのような事例は出てきております。 
 

教育長 
よろしいですか。 

 

それでは、この件については、案のとおり決定します。 
 

教育長 
     それでは、これより後、会議冒頭の決議により非公開とします。 
        傍聴者の方は、御退席をお願いします。 
        暫時休憩とします。 

 
                             （１６：１５） 


